
 

 

地域包括ケアシステムの姿 

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供され
る日常生活圏域を単位として想定

■在宅系サービス

・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・通所リハ
・短期入所
・定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護 等

・自宅
・サービス付き高齢者
向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

日常の医療：
・かかりつけ医
・有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

認知症初期集中支援チームの推進

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、
慢性期、終末期

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護 等

※ 地域ケア会議、生活支援コーディネー
ター、協議体を適切な階層で運営

※ 在宅医療・介護連携
推進協議会の運営

 
 

 

 

 

 

 

 

 

自助：自分のことを自分でする、自らの健康管理 

互助：ボランティアや住民組織による支援 

共助：介護保険や医療保険に代表される社会保障

制度 

公助：行政による高齢者福祉サービス、障害者福

祉サービス、公的扶助（生活保護）など 

自助 

共助 互助 

公助 


